
2019年 8 月 30日 

いわくにバス株式会社 

 

消費税率引上げに伴う路線バス（乗合バス）の上限運賃改定の申請について 

 

 2019年 10月に消費税率が 8％から 10％に引き上げられる予定です。 

いわくにバスの対応についてお知らせします。 

 

◯概要 

国土交通大臣あてに上限運賃の変更認可申請を行いました。 

ただし、10 月に実施運賃（実際にお客さまがお支払いいただく運賃額）の変更は行い

ません（注 1） 

来春 4月 1日に初乗り運賃のみ 120円から 130円への変更を行います。 

 

（注 1）過疎地乗合バス二鹿線のみ 10月に運賃変更を行います。 

 

◯実施運賃について 

実施運賃の検討に当たり、お客さまのご利用状況、系統（路線）の収支状況、鉄道や

マイカーなど並走する他の交通機関の状況との比較検討を行った結果、初乗り運賃

のみを変更し、他の区間の運賃は据え置くことと経営判断しました。 

国土交通省からは全区間を一律に上げない変更については便乗値上げと受け取ら

れかねないことから受け付けられないとの見解をいただきました。また、来春 4月 1日

に初乗り運賃を上げる理由は、10月の消費税改定後一定期間を開けるよう同様に国

土交通省より指導を受けたことによるものです。 

 

ご参考：乗合バスの運賃についてのわかりやすい資料 

内閣府ホームページ「乗合バスの運賃に係る情報公開の実施状況等について（平成

２５年３月４日自動車局旅客課）」 

https://www.cao.go.jp/consumer/history/02/kabusoshiki/kokyoryokin/doc/003_130304_sh

iryou2.pdf 

 

◯その他 

今後、会社の収支状況が悪化した場合はお客さまからいただく実施運賃の変更を行

う場合がございます。 

 

以上 

https://www.cao.go.jp/consumer/history/02/kabusoshiki/kokyoryokin/doc/003_130304_shiryou2.pdf
https://www.cao.go.jp/consumer/history/02/kabusoshiki/kokyoryokin/doc/003_130304_shiryou2.pdf


☆参考：運賃比較表 

１ 主な区間の運賃額（片道運賃・通勤定期運賃） 

主要区間 

片道運賃 通勤定期運賃（１か月） 

現行 
10/1 

時点 

来春 

4/1 
現行 

10/1 

時点 

来春 

4/1 

初乗り運賃 

例：岩国駅～市役所 
120円 120円 130円 5,040円 5,040円 5,460円 

岩国駅～錦帯橋 300円 12,600円 

岩国駅～新岩国駅 540円 22,680円  
岩国駅～ 

岩国医療センター 
310円 13,020円 

岩国駅～梅が丘 

(錦帯橋経由) 

520円 

(緑ヶ丘経由) 

400円 

(錦帯橋経由) 

21,840円 

(緑ヶ丘経由) 

16,800円 

岩国駅～ 

岩国錦帯橋空港 
200円 設定なし 

 

 

２ その他乗車券の運賃 

下記の乗車券は 10月以降も発売額は変わりません。 

種類 現行 

全線定期券 23,940円（1 ヶ月） 

学生専用全線定期券 

「サンキューパス」 
3,900円（1 ヶ月） 

岩国市発行敬老優待乗車

証所持者専用全線定期券 

「シルバーパス」 

3,900円（1 ヶ月） 

1日乗車券 1,000円 

岩国市発行の敬老優待乗車証をお持ちのお客さまは引き続き 1 乗車 100 円でご乗

車いただけます。 

 

＜お問い合わせ＞ 

いわくにバス株式会社 

代表取締役 上田純史 

Tel:0827-22-1092 


